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(::1:) 
法 律

0勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律

(42) 6・21

0学校教育法の一部を改正する法律 （59) 7・11

0義務教育諸学校の女子教育職員及ぴ医療施設，

社会福祉施設等の看護婦， 保母等の育児休業

に関する法律 （62)

政 令
0勤労者財産形成促進法施行令の一部を改正す

7 ・ 11

る政令(186) 6・21

0国家公務員退職手当法施行令の一部を改正す

る政令（199) 6・27

0特別児童扶養手当法等の支給に関する法律施

行令 （207) 7・4

0放射性同位元素等による放射線障害の防止に

関する法律施行令の一部を改正する政令（212) 7 ・ 4

0国家公務員共済組合法による年金の額の改定

に関する政令の一部を改正する政令（232) 7・29

省 令
0教育職員免許法施行規則及び教員資格認定試

験規程の一部を改正する省令 （文部26)

規 則

。俸給の特別調整額の一部を改正する規則（人

事院9 -17) 

6 ・ 6

7・30

学 内 規 則

富山大学教育学部規則の一部改正
富山大学教育学部規則の一部を改正する規則を次のとおり制定する。

昭和50年6月27日

富山大学教育学部規則の一部を改正する規則

富山大学教育学部規則 （昭和27年4月18日制定）の一部を次のように改正する。

第 6条の次に次の 1条を加える。

（他の大学における授業科目の履修等）

富山大学長 林 勝次

第B条の2 学則第12条の2 の規定により， 他の大学又は外国の大学において， 当該大学の授業科目を履修しょ

うとするときは， 教授会の承認を得て， 学長の許可を受けなけれ，ばさどら ない。
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2 前項の規定により， 履修できる期聞は， おおむね1 年を限度とし この期間を卒業に要する在学年数に算入

するものとする。

3 第 1項の規定により， 履修した授業科目について修得した単位は， 教授会の議を経て30単位を超えない範囲

てコ本学部の単位として認定することができる。

第四条の次に次の1 条を加える。

（特別聴講学生）

第19条の2 学則第 7 0条の2 の規定により， 他の大学又は外国の大学の学生で本学部の授業科目を履修しようと

する者があるときは， 当該大学と協議のうえ教授会の議を経て， 特別聴講学生として入学させることができる。

2 第16条及び第四条の規定：:t. 特別聴講学生に準用する。

附 則

この税HI］は， 昭和50年6月27日から 施行し， 昭和 5 0年4月l日から適用する。

富山大学経済学部規則の全部改正

富山大学経済学部規則の全部を改正する規則を次のとおり制定する。

昭和5 0年6月27 日

富山大学経済学部規則の全部を改正する規則

窃山大学経済学部規則（昭和1�9年4月 6 日制定）の全部を次のように改正する。

富山大学経済学部規則

（趣 旨）

富山大学長 林 勝次

第 1 条 この規則は， 富山大学学則に基づき， 富山大学経済学部（以下「本学部」という。） の授業， 履修， 試

験． 卒業及び聴講生に関する事項等を定める。

（学 科）

第 2 条 本学部に次の学科を置く。

経済学科

経営学科

（授業， 履修方法）

第 3 条 授業科目は一般教育科目， 外国語科目， 保健体育科目及ぴ専門教育科目とする。

2 一般教育科目， 外国語科目及び保健体育科目の履修方法は， 富山大学教養部規則の定めるところによる。

3 専門教育科目の履修方法は， この規則の定めるところによる。

第 4 条 本学部における専門教育課程の履修期聞は2年6月とし， これを 5 学期に分ける。

第 5 条 本学部専門教育科目の授業は， 一般講義， 特殊講義， 外国書講読， 演習及び卒業論文とする。

第 6 条 学生は，専門教育科目として別劃1）の定めるところにより，必修科目26単位，選択必修科目58単位以上，合

計 84単位以上を修得しなければなら ない。

第 7 条 選択必修科目の単位の｛｜多得方法は， 次のとおりとする。

(1) 経済学科の学生は， 経済学系の授業科目の中から24単位以上， 経営学系の授業科目の中から8 単位以上，

法学・ 社会学系の授業科目の中から8 単位以上を修得しなければなら ない。

(2) 経営学科の学生は， 経営学系の授業科目の中から24挙位以上， 経済学系の授業科目の中から8 単位以上，

法学・ 社会学系の授業科目の中から8単位以上を修得しなければならない。

第 8 条 授業科目の履修は， 原則として 4 単位を基準とする。 ただし， 外国書講読は1 単位を基準とする。

第 9 条 各授業科目の単位 数は， 1 単位の履修時間を教室内及び教室外を合わせて45時間とし， 次の基準により

計 算するものとする。

(1) 講義については， 原則として教室内における1時聞の講義に対して教室外における2時間の準備のための

学修を必要とするものとし， 毎週1時間15週の講義をもって1 単位とする。

(2) 演習及び外国書講読については， 原則として教室内における2時間の演習又は外図書講読に対して教室外
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における1 時間の準備のための学修を必要とするものとし， 毎週 2時間15週の演習又は外図書講読をもって

1 単位とする。

第10条 学生は， 履修並びに受験しようとする授業科目について， あらかじめ所定の履修届を提出しなければな

らない。

第11条 本学部学生が他学部の授業科目を履修しようとするときは， あらかじめ所定の手続きにより学部長を経

て当該他学部長の許可を得なければならない。

第12条 他学部のや生が所属学部長を経て本学部の托業科日の履修を願L、出たときは， 学部長はこれを許可する

ことカてできる。

2 前項の履修子続きについては， 第10条の規定そ準用する。

（試験， 課程の修了認定）

第13条 所定の授業科目を履修し， 試験に合格した者には単位を認定する。

2 試験は原則として筆記試験とし， 学期末に行う。 ただし， 授業担当教官が必要と認めたときは， 教授会の承

認を得て他の方法によることができる。

第14条 病気， 就職選考， 忌引その他やむを得ない事由により正規試験を受験できなかった者は， 試験終了後5

日以内に所定の願書にその事由を詳細に記入し， 証明書類を添えて追試験の許可を願い出ることができる。

2 追試験の方法及び実施の期日については， 教授会が定める。

第15条 成績判定はーf憂， 良， 可， 不可の評語で表わし， 可以上を合格， 不可を不合格とする。

第16条 本学部に4年以上在学し， 所定の単位を修得した者については， 教授会の議を経て学部長が課程修了を

認定する。

第17条 本学部を卒業した者に対しては， 経済学士と称することを認める。

（転学部， 転学科， 転入学， 編入学）

第18条 転学部， 転学科， 他の大学からの転入学及び編入学 （学士入学を含む。 以下「転学部等」という。）を

希望する者があるときは， 本学部各学科において， 専門教育課程移行の際に定員に余裕がある場合に限り， 選

考のうえ教授会の議を経てこれを許可することができる。

第四条 転学部等を希望する者は， 次の各号に掲げる書類を提出しなければなら ない

( 1） 願書

(2) 所属学部長の受験承認書又は在籍する大学の受験許可書

( 3 )  所属学部， 在籍する大学又は卒業した大学における成績調書

( 4) 履歴書

(5) 健康診断書

（経済学専攻科）

第20条 専攻科の学生は， 別表（2）の定めるところにより， 必イ｜妻科目18単位， 選択科目12単位以上， 合計 30 単位以

上を修得しなければなら ない。

2 専攻科学生の履修方法， 試験， 課程の修了認定については， この規則の専門教育科目に関する規定を準用す

る。

（聴講生）

第21条 聴講生として入学を希望する者があるときは， 選考のうえ教授会の議を経て許可することができる。

第22条 聴講希望者Ii， 各学期開始前に次の各号に掲げる書類を提出しなければなら ない。

(1 ）願書

(2) 履歴書 （写真添付）

( 3）健康診断書

( 4) 在職中の者は， 所属長の承認書

第23条 聴講生に対しては， その履修した授業科目について試験の結果に基づき， 履修証明書を交付することが

できる。

第24条 聴講生のうち， 大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認めら れた者に対しては， 試験の
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結果， 取得した単位について単位認定書を 交付すること ができ る。

第25条 聴講生として不適当で あ ると 認められ たとき は， そ の聴講を 停止するこ と があ る。

（特別聴講学生）

第26条 本学 が定め る他 の大学 において特別聴講学生として当該大学の所定の授業 科目を 履修しよ うとするとき

は，学 部長を経て学 長に 願い出て 許可を 得なければ ならない。
2 前項 の規定 によ り履修した授業 科目に ついて修 得した単位 は，教授会 の議を経て本学 部の単位として認定す

る。

第27条 他 の大学の学生で， 本学 部の授業 科目を 履修しよ うとする者 があ るとき は，当該大学 との協議に基づき ，

本学 部教授会 の議を経て特別聴講 学 生として入 学 を 許可すること ができ る。

第28条 特別聴、議学 生の受け入れ の時 期 は，各 学 期の初めとする。 ただし，特別の事情 がある場合 は，この限り

でない。

第四条 授業 科目を履修し，そ の試験に合 格した特別聴講学生に は，所定の単位を与える。

第30条 第21条 から 第23条まで 及ぴ 第2 5 条 の規定は，特別聴言語学生に準用する。

附 則
1 この規則 は，昭和5 0年 10月1 日から 施行する。

2 こ の規則 の施行 目 前において ，すで、に 専門教育課程へ移行している者 について は，な お従前の例によ る。

3 富 山 大学 経済学 部内規（！昭和29年 4月1 日制定 ）は ，廃止する。

別表（1 ) 
授 業 科

経
日

済 学
及 ぴ

科
単 位 数

系

単位数
系

単位数

授 業 科 目
必

襲毒
授 業 科 日 必

襲毒列 ｛疹 手lj
修

経 経
経
公

経
国

済
済
原
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論

共
I�

済

（
（
近
マ ル

経
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ク

学

桂
ス

済
経

済
済 学

学

学

論
史

） 
） 
4 入管

メ
:Tiι 務 タ民官 理 4 

4 理 経
営

社 � 三 学 2 j斉 4 
4 事論 人 問 関 係 論 2 

学 際 経 済 2 
経

経

革
論

経 p昌,,. 史 4 
経
済史

経
西
日

i
本

j斉羊 経
経

史 総

t斉斉
論 史

史
4 産 業 構 造 論 4 
4 
4 産 業 ／ふ、a、' 

害
三E子l岡� 4 

I両 費 者 行 動 論 2 
経

工
経

商
重業

策 総 論

策
策

策

策
4 営

i斉 i斉 政
政

政
政

4 

際

国

論

経
戸昌u. 

園長貝多刀
際 金 融

論
論

論 4 

政 4 易 理 4 

農社 4 国 籍 � 業 4 
策 4 

：且子4 流 流 通 総
グ

論

諭論

論
論

論

4 
財

政

論

金

融

財
地財貨景

政
政

方 財
政

学 総
政策

論
論
論
論
論

4 ・マ ケ ア イ ン 4 
学 4 通 物

保倉交 険富
2 

4 2 
幣 及 u: 金 融 4 2 

気 4 
系

言命 2 

計
統
AずL ら-

統
計

計経

A
寸寸』
U
ゐ� 4 

営

務
論

桂
実

経外
貿

商

営 実 務 総 論
務語替

習

4 
系 E回王 i斉 4 

ン ビ

国
易

業
ュ

ー タ為
実
芙 一 実

2 
4 
2 

経

済
理地
学

経
外

i本斉
経

地
産

済

理
業

事
王学

情
民子ム間

4 コ 2 
日 4 

海 4 憲 憲
行
税
政

法
法
学

法 4 
政 4 

経 経
経

メ営昌u. 学組 総織
管

論
理
理

弓珊

論

,,. 4 2 
4 法 法 治 4 営

ン ス ア L>. 2 

生／ιL 昌、 i
産

'i二. 
管
業

4 A寸aー－ 民 民
民民

法
法
法 lJ （

（
（

総
償

親 族

則
権
・

・

物
相

権
法
続

）
） ｝ 

4 
経 学 2 4 

法 2 
財務 会簿 計記 学

学
4 
4 キ土 商 商 法 I （総則 ・ 会 社） 4 
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営 言
�
十
玄、

管品寸比ー 理
�』三

系 E十
経工営

学
備考

工
業 fエ、

計
計税 務 f三、

予
算

統
理

事制算調祈
計

監標財 準 原 価 計務 管
査

経 営 分コンビュータ一会
経 営 機 械 化 論

学理
論情 経

報 ン ス
数
管
ア

J... 
営質ロEヨロ

2 
2 

4 
4 
4 

4 
2 
2 

4 
4 
4 

2 

報 第162 号

商
商 言 II （商行為手形・小切手） 4 

f-ス 法 Ill （海 商 ・ 保険） 2 

学
法

ネ
f
土

コミ、 労 1動 法 4 
非主 ｛斉 法 4 系

ネ
守
�土

』
三二

ネ
産

社
土

業心正： スス〉、、 社，
学
し、 理総�》2ミ、 三

学
学

日i 間' 4 
2 

4 
士，，t、 j寅

習 4 
卒 業 三日間ι 

文 6 
通 外 国 書 講 �冗"' 4 

1 経済学の授業 科目中，経済原、論I, IIのいずれかl科目4単位を必修 科目とし，他のl 科目は選択必修 科目とする。
2 

系

J"!J 

経

I斉

A寸，，ー与

系

奇圭

営

寸，，，，ー. 

系

この表に掲げる授業 科目の他特殊 講義をおくことができる。

経 営 学 科

経
I斉
A寸，，ー. 

経
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斉

経
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策
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統
計
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財
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理
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原

論
論 共A � 近 代 経

済
経

済
済

学
学

学
論
史
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） 経

経
園
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済
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学

ス
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経
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日

j本
j斉羊

経
史
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；，斉寺
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史
間

工
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策
策

策童会

政
政

政
政
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財
財

地貨
政
政

方 財
学 総政策

論
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経
営

工
学

経
情
経口問

営 機 械 化
報 シ ス テ ム

営 数
質 管

命
治
学
理 ii : 

演
卒
外

業
図 書

A i1岡
講

習

文
読

4

6
4

 
備考

1 絞済学の授業科目中， 経済原論I, IIのいずれか1科目4 単位を必修科目とし， 他の1科目は選択必修科目とする。
2 この表に掲げる授業科目の他特殊講義をおくこと ができる。

別表 （2 ) 

経

経済学専攻科授業科目 及 び単位数

業
単 位 数f受 科 目 ·ll、 ｛｜妻 選 択

経済政策特殊問題 4 
財政学特 殊 問題 4 
貨幣及び金融論特殊問題 4 
景 �減�、 号日A間 4 
統計学特 殊 問題 4 
各 国 経 済 事 情 4 
株式会社経営論 4 
公 企 業 経 営 論 4 
経 ρ昌'-'. キ且 織 号員ム同 4 
経営学特 殊 問 題 4 
労務管理特殊問題 4 
財務管理特殊問題 4 
企業形態特殊問題 4 
経 同昂ι 史 4 
管 理 Aヱ ス、 Eモ長去十ι 岡

4 
f' コE 計 キ且 織 4 
会計学特 殊 問題 4 
原価計算特殊問題 4 
民商法特 殊 問題 4 
経 済法特殊問題 4 
労 働 法特 殊 問題 4 
1寅

習
4 

研 勾Y ～L『E 報 i:士ヨ二 6 

専 攻 名

理

経

戸且．昌

専

工交

富山大学放射性同位元素委員会規則の一部改正

富山大学放射性同位元素委員会規則の一部を改正する規則を次のとおり制定する。

昭和50 年6 月27日
富山大学長 林 勝次

富山大学放射性同位元素委員会規則の一部を改正する規則

富山大学放射性同位元素委員会規則（昭和40年1月 1 日制定）の一部を次のように改正する。

第1条中「放射性同位元素委員会Jを「富山大学放射性同位元素委員会」に改める。

第2条第5号中「放射線取扱主任者（その代理者を含む。以下同 じ。）Jを「室長， 放射線取扱主任者及ぴそ

の代理者Jに改める。

第3条第l項及び第2項中「および」を「及びJに， 「または」を「又は」に改める。

第3条第1項中「各号のjを「各号に掲げるjに改め， 同条同項第l号を削り， 同条同項第4号中「放射線取

扱主任者Jを「室長， 放射線取扱主任者及びその代理者」に改め， 同条同項第2号を第1号とし， 第3号から第

5号までを順次1号ずつ繰り上げ，同条第2項中「第2号及び第3号Jを「第1号及ぴ第2号jに， 「任 命する。」

を「命ずる。Jに改める。

第4条を次のように改める。

- 6 -



昭和50年6月・ 7月号 ,ul. 守一 報 第162号

（委員長）

第4条 委員会に委員長を置き，委員長は委員の互選とする。

2 委員長は，委員会を招集し，その議長となる。ただし． 委員長に事故あるときは，委員長があらかじめ指名

する委員がその職務を代行する。

第6条の見出しを次のように改める。

（専門委員会）

第7条を次のように改める。

（幹 事）

第7条 委員会に次の各号に-ti！；げる町、。Fを択し

( 1) 庶務部長

(2) 経理部長

(3) 施設課長

(4) その他，委員長が必要と認めた者

2 幹事 は，委員会の会務について委員を補佐し，事務を掌る。

第8条第2項中「関する規定は，委員会において」を「関レ必要な事項は，」に改める。

附 則

この規則は，昭和50年6月27日から施行する。

富山大学放射性同位元素総合実験室運営規則の一部改正

富山大学放射性同位元素総合実験室運営規則の一部を改正する規則を次のとおり制定する。

昭和50年6 月27日
富山大学長 林 勝次

富山大学放射性同位元素総合実験室運営規則lの一部を改正する規則

富山大学放射性同位元素総合実験室運営規則 （昭和40年4月22日制定）の一部を次のように改正する。

第2条第2項を次のように改める。

2 実験室長（以下「室長Jという。），放射線取扱主任者（以下「取扱主任者」という。）及びその代理者（以

下「代理者」という。）は法令に定める放射線取扱主任者の資格を有 する職員のうちから，放射性同位元素委

員会の指名に基づき，学長が命ずる。

第2条第3項中「前項の」を「前項の室長，jに改める。

第5条第1項中「放射線障害の危険を排除するため」を「放射線による障害を防止するため」に改め， 同条第

2項中「各号の」を「各号に掲げる」に改め， 同条同項第1号中「取扱主任者」を「室長， 取扱主任者jに改め，

同条同項第2号中「お よびJを「及び」に改め，同条第3項を次のように改める。

3 前項第2号及び第3号の委員は， 学長が命ずる。

第6条中「室長の諮問に応じて」を削る。

第 7条の見出しを削り， 第8条の見出しを次のように改める。

（補 則）

第8条中「規定jを「規則jに改め， 「内規としてJを削り， 同条を第11条とし， 第9条を第10条とし， 第6

条及ぴ第 7条を順次2条ずつ繰り下げ，第8条の前 に次のl条を加える。

第7条 委員会に委員長を置き，室長をもって充てる。

2 委員長は， 委員会を招集し，その議長となる。ただし，委員長に事故あるときは，委員長があらかじめ指名

する委員がその職務を代行する。

第5条第4項及ぴ第5項中「第2項Jを「第l項」に改め， 第5条第2項を第6条とし， 第5条第3項，第4

項及び第5項を第6条第2項，第3項及び第4項 とする。

附 則

この規則は，昭和50 年6月2 7日から施行する。

- 7一



昭和50年6月・ 7月号 品，，，ザー 報

富山大学文書処理規則の一部改正

富山大学文書処理規則の一部を改正する規則を次のとおり制定する。

昭和50年 7月11日

富山大学文書処理規則の一部を改正する規則

富山大学文書処理規則（昭和24年12月 2 日 制定） の一部を次のように改正する。

この規則中「または」を「又はjに， 「 お よび」を「及びjに改める。

別表中「富大厚 第 号 厚生課所管のもの」の次に

「富大保 第 号 保健作 理センタ一所 管のもの」を加える。

（様式第3号）を次のよ7に改める。

（様式第3号）
郵 便 物 発 送 簿

第162号

富山大学長 林 勝次

月 日 記号番号 発信者 でユイu者 摘 要 健発送日lj 量目 金額 はがき 郵 便 切 手 計 取者扱印普通往従 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
月日
月日

トー
｝！日

. －－一ー晶 ＋ 

月日
月日
月日
月日
月日
月日
月日
月日
月日

附 則

この規則は， 昭和50年 7月11臼から施行し， 昭和50年4月 1 日 から適用する。

富山大学公印管理規則の一部改正

富山大学公 印管理規制の一部を改正する規則を次のとおり制定する。

昭和50年 7月11日

富山大学公印管理規則の一部を改正する規則

富山大学公 印管理規則（昭和48年3 月13日 制定）の一部を次のように改正する。

富山大学長 林 勝次

この規則中「 お よびjを「及び」に， 「 ま たは」を 「 又はj に， 「もしくはJを「若しくはjに， 「行なうj

を「行うjに改める。

第2条第4項中「学生部長」を「学生部長， 保健管理センタ一所長Jに改める。

別表第2 の学生部の項の次に

保健管理
センター

を加える。

附 則

富山大学保健管理
センタ一所長の印 23 厚生課長 保健係長

この規制は， 昭和50年 7月11日 から施行し， 昭和50年4 月1 日 から適用する。
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諸 ふ

一A 議

改正 （案）について
(3) 富山大学教育学部規 則の一部改正（案）について
(4) 富山大学経済学部規 則の全部改正 （案）について
(5) 富山大学附属図許館工学部 分館長候補者について
(6) 昭和51年度入’下s試験問題作成主任委員について
(7) 昭和50年度当初学内予算配 分 （案）について
(8) 昭和51年度概算要求について

第5回評議会（7月11日）
ζ審議事項コ

(1) 昭和51年度富山大 学 入学者選抜方法等
並

びに学 力検
査実施 教 科・ 科目について

(2 )  富山大 学 公印管理規 則の一部改正（案）について
(3) 富山大 学 文書処理規 則の一部改正 （案）について
(4) 昭和50年度特別昇給定数 （教官）の配 分について
(5) 学 生 課 外活動部室建設費について

第4回評議会（6月 2 7 Ll) 
ζ報告事項〉

(1) 昭和50年度国立大学長会議について
(2 )  国大協第56回総会について
(3) 同 大協第4常山委員会について
(4) 昭和51年度富山大学 大学院薬学研究科 （修土謀れ、i

及び工学 研究 科 （修土課程）学生募集要項について
く審議事項〉

(1) 富山大学b注射性luJ位元素委H会規W1Jの一部改正 （案）
について

(2 )  富山大学放射性同位元素総合実験室運営規 則の一部

人 事 異 動

異区動分 ｜｜｜ 発令年月 日 lI 氏 名 発令前の所属官職 異 動 内 1'・T＝－ ｜発 令 者
so. 6 9 I荒 川 規 子 事 務補佐員 （施設課） ｜ 富山大学 長
so. 6 . 16 I奥 村 成 盛 技能補佐員 （施設課大工） ｜富山大 学 長

採用｜ II ｜ 岡 田 博 子｜ ｜ 事 務補佐員 （経理部主計課）
50. 7. 1 I内 免 俊 孝｜ ｜ 助手 （経済 学 部）

so. 7 . 16 I藤 井 栄 吉｜ ｜文部事 務官 （教育 学 部） ｜ 富山大 学 長
so. 6 1 I杉 本 啓 郎｜文部技官 （教育 学 部） 助手 （教育学 部） ｜ 富山大 学 長

昇任｜ II ｜宮 原 龍 郎｜助手 （薬 学 部） 助教授 （薬 学 部） ｜文 部大臣
II ｜吉 井 三 夫｜ 講師 （教養部） II （教養部） II 

so. 6 .  1 I門 田 重 利 文部技官 （和漢 薬研究 所） 文部技官 （薬学 部） ｜富山大学 長
配置換｜ II ｜ 栗 山 政 彦 II （薬学 部） II （和漢 薬研究所） II 

II I j度 茂 二 臨時用務員 （葉学部作業員） 臨時用 務員 （和漢 薬研究 所作業員） II 

転任 l
so. 6. 1 I森 正 明｜！’ 学 九州部助大学手衛医療生 技

技
術
術 科短期大 助手 （和漢 薬研究 所） ｜富山大学 長

I II ｜奥 村 喜 代志 ｜ 生富課山工寮 務業品等専門 学 校 学 ｜ 文理 学 部 学 務係長 II 寮室係長
so. 6. 1 I門 田 重 利｜文部技官 （薬学 部） 文部技官 （和漢 薬研究 所） ｜富山大学 長

『1 ｜手 崎 政 男教授 （文理 学 部） 評議員 （50.6 1～5 2 .  5 .31) ｜文 部大臣
II ｜中 川， 正 之 II II II II II 

II ！丸 山 豊 II （教育 学 部） II II II 

II ！坂 井 誠一｜ II II II II II 

- 9 -



昭和50 年6月・7月号

50. 6. 1 志 甫 伝 逸
併任 II 西 荒 介

II 井 上 浩
II 大 井 信 一

50 6. 1 6  森 正 明
50. 7. 1 有 沢 一 男

50. 7 . 13 加 JIJ 幸 雄

50. 7 1 6  越 森 哲
事
取

務
扱 50 7 . 1 林 勝 次

井崎7-

教授 （薬 学部 ）

II II 

II （工学 部 ）

II II 

助手（和漢薬研究所 ）

教授 （教養 部 ）

教授 （工学 部 ）

文
専

部
門学
技
校
官

学
（富
生課

山工
）

業高等

富山大学 長

報 第16 2号

評議 員 （50. 6 . 1 -5 2. 4 . 1 ) 文 部 大臣

II (50. 6 . 1～5 2. 5 . 31) II 

II II II 

II II II 

助手（薬 学 部 ） 富山大学長
保
6

健
.3
管

O)
理センタ一所長 （50. 7 1～5 2. 文 部 大 臣

5
附
2
属
. 7

図．書
12

館
）
工学 部 分館 長 （50. 7 .13～ 文 部 大 臣

施設課（ 50. 7 .16～51. 3. 31) 富山大学 長

保 健 管理センタ一所長 事 務 取扱（免） 文 部 大 臣

休戦 50. 7. 1 坪 田 卓 文
員
部

）
事務官 （工学 部 作業 休職期 間 50. 1 2.31まで 富山大学長

死亡 50. 7 .. 5 安 間 基 施設課設備 係長

50 . 6 8 民谷紀代美 事務補佐員 （施設課 ）

50. 6 . 16 i中野 雪 ＋· 文部事務官（工学 部 ）
辞職

50 6 17 中 村 信 一f 事務補佐員 （文 理学 部 ）

50 7 1 高 倉 弘 一 事務補佐員 （ 経済 学 部 ）

学 内 諸 報

附属図書館工学部分館長の改選

宮下分館 長 の年期が昭和50 年 7月1 2日 に満了することに

伴う次期 分館長 候補者の選 考 は， 昭和50年 6 月21 日 開催 の

評議会 に おい て 2名の 候補者に つい て行われ， 全員 の賛同

を得 て加川幸雄教授が 選 出され た 。 任期 は昭和50 年7 月 13

日から 2年である。

富山医科薬科大学の創設準備について

本 年10 月1 日 ，富山医科薬科大 学が開学 する運び になっ

ている。 この た め富山大学 で は創設準備 組織要項に 基づき ，

富山大学 長

富山大学長

富山大学長

富山大学 長

富山大学長

創設準備室を設け創設準備 に関する諸業務を進め つ つある

が， 本 年 9月30 日 限り，前記の要項が廃止 されることに伴

い， 創設準備室， 創設準備委 員会及び 専門委 員会 も同 日 限

り廃止となり， 以後の 諸業務 は，新設の富山医 科薬 科大学

に引き 継がれる。

学内レクリエーション

惨野球大会

実施月 日 6月 28日 （土） 午後 1 時
場 所 富大 グランド
入 賞 優 勝 工学 部 チーム

次 勝 経済 ・図書館 ・短大 チーム

海 外 渡 航 者

氏 名 所 属 官 職 渡航の種類 渡 航 先 国 目 自句 期 間

第3 回アメリカ結品成長会議 出席並 50. 7 . 13 
小林信之 工 学 部 助教授 海外研修旅 行 アメリカ 合衆国 ぴ にアメリカ合衆国 に おける結品成

長に関する研究機関の視察。 50. 8. 8 
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松本賢一｜文理学部｜教 授｜海外研修旅行｜

木村正康｜
富
薬自lj設科

山
準大
医
備

科
学盃教 授 外国出張

木村部子｜薬学部｜劫手！外国日

杉 村 修｜附属中学校教 諭 海外研修旅行

職 員 消 息

く新任者〉

事務局
事務補佐員荒川 規 子

II 岡田 博子
技能補佐員奥村成盛

文理学部

文部事務官奥村喜代志
経済学部

助 手内免 俊孝
薬学 部

助 手辻 奏

和漢薬研究所

助 手森 正明

く住所変更〉

薬学 部

助 教 授小泉 徹
助 手的場勝英

工学 部

助 手長谷川 淳
教養部

教 授有沢一男
経営短期大学部

議 師 亀田 速穂、

報 第162 号

アメリカ合衆国
用に関L すAる1rs 際ー研 会ム

出
ド50. 7 .16 相

高

線席
出並

互席型

ヱ
作加及

び

不
ルギ での レア

因
トノ企光

究 子集の
｜ びS c スタンフ主1L- I 

速
6
器
青
センター） 夏 の 研 会 50. 9 4 に究 の ため。

デン7ーク， フィン 第6回国 際薬理学会 叶究 吋50. i .18 ランド， ベルギー， ぴ大学研究施設視察。 50. 8. 8 ス イ ス， オ ラ ン ダ

デン7ーク， フィン 第6回国 際薬理学ランド， ベルギー， び大学研究施設視察。 50. 8. 8 スイス， オランタ

アメリカ合衆国
アメリカの 大学における集

学
広

中
校
講

〈
座訪ア
の

受講
び
，
大

一般家
断
庭での生活， 問50 . 7 .25 及 陸横旅行を通じて メ I 

リカの 文化，教 育，地理等について50. 9 .23 理解を深める。

く電話架設〉

教育学部

議 師 山野井敦徳 宮
II 山地 啓司 君
II 西川 友之 宮

薬学 部

助 教 授脇 功巳 宮

主 要 日 誌

｜本 部｜
6月 2 日 東海北陸地区国立大学事 務局長懇話会（於 富

山大学）

- 1 1  -

2～3日 昭和50年度国立大学学生部次長，課長，国
立高専 学生課長会議（於 都道府県会館）

3 -5日 第2 4回東海北陸地区国立大学長会議（於
富山大学）

3～ 4日 国立学校及び所轄機関等庶務部課長会議（於
一橋講堂）

4日 第2 2 回国立大学学生部次長協議会（於東京大
学）

5日 国大協第 4常置委員会（於国大協会議室）
9日 富山医科薬科大学創設準備委員会

10日 富山医科薬科大学創設準備委員会
12日 レ クリエーション委員会

補導協議会
文部省共済組合北陸地区共同事業運営委員会



昭和5 0年 6月・7月号 ,1.!.t,, ザー

12～13 日 第 17回薬学系国立大学事務んj h:会議（於

岡山大学）

昭和 5 0年度留学生交流研究協議会（於 岡山大

学）

16～17 日 国大協第 5 6回総会（於 国立教育会館）

17日 社会教育主事講習運営委員会

18日 国立大学長会議（於 国立教育会館）

19日 国大協事 務連絡会議（於 学士会館）

19～20日 富山医科薬科大学創設準備実地調査

21日 保健管理センタ一委民会

北｜被三県大学学生芸術交歓会運営委員会（於

金沢大学）
24日 施設整備委員会
27日 第1回大学院委員会

第 4 回評議会

28日 富山医科薬科大学創設準備委員会
7月7 日 市山医科薬科大学創設叩，f1W委員会

社会教育主事講習 開講式

8日 保健管 理センタ一委員会

富山医科薬科大学関学辿絡会議（於 富山県庁）

入 試管 理委員会と 入 学者選抜方法研究委員全

の合同会議

10日 文部省給与監査

11日 第 5 回評議会

14日 辰口研修センター運営協議会（於 金沢大学）

1 5 日 授業料減免選考委員会

21日 放射性同位元素委員会

22日 保 健管 理センター委員会

28日 公務員宿舎委員会

文部省共 済 組 合北陸地区共同事 業運営委員会（於

富山大学）

29日 文部省共 済 組 合北陸地区体育大会（於 富山大

学 ，富山商船高専）

施設整備委員会

富山医科薬科大学創設準備委員会

3 0日 富山医科薬科大学創設準備委員会

6月 4 日 教授会

文 学科教 官会議

文 学科紀要委員会

6 日 選考委員会（数学）

2 5 日 教授会

人 事 教授会

報 第162 号

学部補導委民会

文 学科図書委員と 紀要委員との合同会議

7月 2 日 定 期健康診断 （内診）

8 日 理 学 科教室主任会議

9 日 選考委員会（生理学）

文 学科図書委員会

立山研究室運営委員会

12日 各学科 ， 専攻科前学期授業13 週終了
14日 教授会

学部 補導委員会
19日 理学科教室主任会議
21目 立山研究室 開設

田

町
円
H

一

－

立
同

一

一晶子一
一審円一

一教一
6月 4 日 紀要編集委員会

日本教育大 学 協会第二部会理 事 会・評議員会

（於 東京学芸大学）

5 日 日本教育大学協会第二部会評議員会（於 東京

学芸大学）

6 日 日本教育大学協会代議員会（於 東京国立博物

館）

精神薄弱児教育研究発表会

6 ～7 日 日本教育大学協会北陸地区第二部会技術・

職業・職業指導部会研究協議会（於 呉羽ハイ

ツ）

日本教育大学協会北陸地区第二部会音楽科研究

協議会（於 新潟大学）

11日 紀要編集委員会

閉回路テレビ委員会

13 日 中学校教育研究発表会

18日 教務委 員会

19～20日 春季全国教育学部長会議（於 山形大学）

21日 閉回路テレビ放送

23 日 附属 学校プール聞き

23 ～24日 日本教育大学協会北陸地区第二部会美術研

究協議会（於 上田市）

24日 予算委員会

2 5 日 教授会

定期健康診断

3 0日 教育実習委員会

7月 2 日 予算委員会

7 日 ～ 8月 9 日 社会教育主 事 講習

9 日 予算委員会

10日 日本教育大学協会附属 学校検討委員会
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昭和 5 0年6 月・7月号 学
16 日 教授会

教務委員会

19日 前学期授業終了

附属 中学校終業式

附属 幼稚園終業式

21目 補導委員会

21～23日 補講

23日 人事教授会

附属 小学校終業式

28日 日本教育大学協会第一部会一部一
一学一

一済一
一

釆
忠

一

－

念
m

一

6 月7 日 研究報告会

10日 日 本海 経済研究所 運営委員会

11日 第 5 回人事教授会

第 5 回教務委門会

第 3 回教授会

7月2 日 学部職業 補導委員会

学部施設笠備委員会

3 日 学部図書委員会

4日 定 期健康診断 （学生及び職員）

9 日 第6 回教務委員会

第 4回教授会

12日 前学期授業12週終了

就職に関する説明会

14日 夏季休業

｜薬 学 部｜
6 月 4日 教授会

10日 工作室運営委員会

薬学会富山地区委員会

11日 研究科委員会

教授会

19日 薬学部・研究所 教授懇談会

20日 医科薬科大関係施設小委員会
21日 薬学会北陸支部第40回例会（於 金沢大学）

24日 薬学部・研究所 教授懇談会

2 5 日 研究科委員会

教授会

7月2 日 定 期健康診断

3 日 共同利用研究施設装置管理運営委員会

7 日 工作室運営委員会
9 日 教授会

報 第16 2 号

教授懇談会

11日 共同利用研究施設装置管理運営委員会

16 日 特別講演（「薬学教育におけ るカリキュラムにつ

い てj日本薬学会会頭 高木敬次郎）

21日 予算委員会

薬学部・研究所 教授懇談会

28日 教授会

学部図書委員会
30日 特別講演（「組織培養細胞の核分裂J 東京大学教

授 山田正篤 外1名）

l王学五1
6 月18日 X線間接撮影

研究科委員会

専任教授会

20日 レクリエーション委員会

25日 工場運営委員会

7月2 日 将来計画委員会

3 日 教務委員会

12 ・13日 教職員レクリエーション（三方五湖）

21日 学科主任会議
23日 一般教授会

専任教授会

研究科委員会
26 日 工学部 ， 北信越玉協共 催 特別講演 会

6 月11日 教養部改革小委員会

18日 教授会

教授のみの教授会

図書委員会

7月9 日 定 期健康診断

16 日 教務委員会

教授会

｜和漢薬研究所｜
6 月3 日 第4回教授会

7 日 研究所 開所 1周年 記念祝賀会

昭和 51年 度概算要求事項事情説明（於 本部会

議 室）

10日 工作室小委員会（於 薬学部）

11日 研究科委員会（於 薬学部）

- 13 -
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品尚一チ

11～1 2日 第34回文部省所轄並びに国立大学 附置研究

所長会議 （於 東京 学 士会館）

1 3日 文部省所 轄並び に国立大学 附置研究所 事務長会

会議 （於 東京学士会館）

1 9日 薬学部・ 研究所 合同教授懇談会 （於 薬学 部）

24日 薬 学 部・研究所 合同教授懇談会 （於 薬 学 部）

2 5日 研究 科委 員会 （於 薬学部）

26 日 第 5 回教授会

7月2日 定 期健康診断 （内診）

3 日 共通機器委 員会 （於 薬学部）

7 日 「和漢薬シンポジウムJ編集会議

11 日 共通機器委 員会 （於 薬学部）

1 5 日 第6 回教授会

16日 薬学 会会頭高木敬次郎京大教授を囲む懇談会

21日 薬学部・ 研究所 合同教授懇談会

26 -27日 職 員レクリエーション （乗鞍スカイライ ン

－飛騨大鐘乳洞）

��図書館｜
6 月4日 国立大学 図書館協議会理 事 会（於 山口防長苑）

5～6 日 第22回国立大学図涛館協議会総会 （於 山

口市民会館）

11 日 事務打合せ会

1 2日 事 務打合せ会
7 月 1日 商議会

2日 国立国会図書館長と 大 学 図書館長との懇談会

（於 金沢大学 ）

4日 定 期健 康診断

10 日 人 事 事 務監査

1 2日 時 間外開館休止 （夏季休業 に よる）

1 5 日 事務打合せ会
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